
ホットラインの構築
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○伝達内容 ：現在の⽔位状況および⽔位上昇の⾒込み
○タイミング：氾濫警戒情報（避難判断⽔位到達）発表時 ・・・避難準備・⾼齢者等避難開始の発令判断の目安

氾濫危険情報（氾濫危険⽔位到達）発表時 ・・・避難勧告の発令判断の目安
越⽔・堤防等の異常把握・・・情報提供

■伝達内容およびタイミング

■伝達方法
○地域振興局建設部⻑と市町村⻑間での情報伝達を基本
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◎氾濫警戒情報等
水位、水位上昇の見込を電話にて伝達

【伝達の流れ】

なお、⽔位上昇が急激であり、
情報の共有や伝達の前に浸⽔
被害が発生してしまう場合も
あることから、市町村⻑は
ホットラインを待つことなく
避難勧告の発令措置をとるべ
きことにも留意する。

※中小河川におけるホットラ
イン活用ガイドラインより
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